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資料第２号 

国や東京都の動向について 

 

１ 国の動向 

  国では、おおむね５年を目途に見直しを行うこととされている新たな「自殺総合対策大

綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～」が令和４年１０月１

４日に閣議決定され、政府が推進すべき自殺対策の指針が示されました。 

  自殺総合対策大綱では、自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）を先進諸国の現

在の水準まで減少させることを目指し、令和８年までに平成２７年と比べて３０％以上

減少させることを目標とすること等が掲げられました。 

 【平成２７年：１８．５ ⇒ 令和８年：１３．０以下】※令和２年：１６．４ 

 

 
出典 厚生労働省 「自殺総合対策大綱」のポイント 一部抜粋 
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出典 厚生労働省 自殺の動向及び自殺対策基本法の改正について 一部抜粋 

出典 こども家庭庁 こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議資料 一部抜粋 
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２ 都の動向 

  都では、令和 4 年 10 月に閣議決定された国の新たな自殺総合対策大綱や都におけ

る自殺の現状等を踏まえ、令和 5年 3月に「東京都自殺総合対策計画～こころといの

ちのサポートプラン～(第 2 次)」を策定しています。（計画期間：令和 5 年度から令

和 9年度までの 5年間） 

 

 

 

  自殺総合対策計画では、令和８年までに自殺者数及び自殺死亡率を平成２７年と比

較して３０％以上減少させることを計画目標としています。 

 【自殺死亡率  平成２７年：１７．４ ⇒ 令和８年：１２．２以下】 

 【自殺者数（人）平成２７年：２，２９０ ⇒ 令和８年：１，６００以下】 

出典 東京都 東京都自殺総合対策計画～こころといのちのサポートプラン～概要 


